
○令和元年度において新たに設置された事業及び前年度の調査対象事業でその後廃止された事

業は、次のとおりである。

法適用事業 新 規 事 業（１９事業）
登別市（北海道） 福島町（北海道） 木古内町（北海道）
小平町（北海道） 日高町（北海道） 藤里町（秋田県）
常陸太田市（茨城県） 妙高市（新潟県） 福井市（福井県）
朝日村（長野県） 函南市（静岡県） あま市（愛知県）
佐用町（兵庫県） 日南町（鳥取県） 飯南町（島根県）
美馬市（徳島県） 都城市（宮崎県） 日向市（宮崎県）
西都市（宮崎県）

廃 止 事 業（０事業）

法非適用事業 新 規 事 業（１事業）

雫石町（岩手県）

廃 止 事 業（２９事業）
旭川市（北海道） 登別市（北海道） 日高町（北海道）
北秋田市（秋田県） 藤里町（秋田県） 常陸太田市（茨城県）
那須烏山市（栃木県） 妙高市（新潟県） 魚津市（富山県）
福井市（福井県） 朝日村（長野県） 下呂市（岐阜県）
瑞穂市神戸町水道組合（岐阜県） 函南市（静岡県）
あま市（愛知県） 京丹後市（京都府） かつらぎ町（和歌山県）
湯梨浜町（鳥取県） 日南町（鳥取県） 飯南町（島根県）
阿波市（徳島県） 美馬市（徳島県） 宇城市（熊本県）
豊後大野市（大分県） 都城市（宮崎県） 日向市（宮崎県）
西都市（宮崎県） 伊佐市（鹿児島県） 南種子町（鹿児島県）

新 規 事 業 廃 止 事 業

法適用事業 １９ 事業 ０ 事業

法非適用事業 １ 事業 ２９ 事業

合 計 ２０ 事業 ２９ 事業
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